
第６回 長野県地域スポーツ・文化芸術活動

推進連絡協議会

日 時：令和６年11月25日（月）

13：30～15：30

会 場：長野県スポーツ会館
１ 開会

２ 教育次長挨拶

３ 報告事項

４ 協議事項

５ その他・連絡

６ 閉会

（１） 啓発リーフレット（ご意見を反映した完成版）について Ｐ１～

（２） 指導者人材リストチラシ（ご意見を反映した完成版）について Ｐ4～

・信州地域クラブ活動指導者リスト登録申込書

・信州地域クラブ活動指導者リスト設置要綱

（３） 令和６年度 中学校部活動の地域クラブ活動への移行 進捗状況 Ｐ12

（４） 令和６年度 地域スポーツクラブ体制整備事業に取り組む市町村 Ｐ13

（１） 指導者の質の担保について Ｐ14～

（２） 今後の取組について Ｐ23～

・信州地域クラブ活動応援サポーター制度について

・指導者人材リストチラシ他、周知啓発について

（３） その他

（１） 市長会・町村会配布資料 Ｐ29～

（２） 地域スポーツクラブ活動ワーキンググループ（第3回） Ｐ32～



Ｎｏ, ご意見・要望 最終

１ ①Q2:「新たな地域クラブ活動」の「新たな」は不要。既存の団
体・組織が受け皿となるケースもあるため、誤解のないよう
に削除願います。

②QA全体を見ても、初めて見た人は「地域クラブ活動」とは
何なのかわからないと思われます。例などを示した方が良
いと思います。

③Q4：指導者の資質が問われている中で、資質を担保するた
めに研修等を実施する旨、明記した方が良いと思います。

④無理だとは思うのですが、表面「休日から」という文言を削
除していただきたい。

①大きい見出しにある「新たな」を削除します。

②地域クラブのイメージ図（スポーツ庁）を掲載し
ます。

③Q2：「地域クラブ活動の目指すところは？」に、
「研修等によって指導者の資質向上に努め、
安全・安心なクラブ活動が展開できるように」を
加筆します。

④長野市にとって、数年後の平日完全移行も見
据えてのご意見と伺いますが、他市町村も考
慮し、「休日から段階的に」と表記します。

２ ①Ｑ３：県の方針の一つ目の「移行します」と言い切りでよいか。
言い切るのであれば、いつまでに？

②Ｑ３：県の方針の三つ目の「勤務時間外」の前に「職員の」
を入れる。

①市町村の状況を踏まえ、いつまでとは明記でき
ませんが、全体の方針として「移行します」の表
現で表記します。

②「教員の」を加筆します。

３ ①子どものいる市職員に見てもらったところ、保護者は活動保
障・お金・送迎に対し一番関心と不安感がある。それに対
する説明が「ご承知おきください」だけだと、対応できない
子ども（家庭）は活動ができないってこと？と感じる。という
意見をいただいた。もっと県民が安心できる文言にすべき
ではないか？

①「各自治体に、会費の低廉化を求めるとともに、
支援のあり方について研究してまいります」と
加筆します。

４ ①Q3:「早期の実現を目指しつつ」⇒入れたい気持ちは分か
るが、いらないと思います。

②Q3：「休日の学校部活動の」⇒「休日の中学校部活動の」
でない理由をお聞きしたいと思います。

①令和５年度末に出した県の方針を引用しまし
た。現在が国の改革推進3年期間中の2年目
であることや、平日もできるところから推進して
いってほしいという期待を込めて「早期の実現
を目指しつつ」と表記します。

②令和５年度末に出した県の方針を引用しまし
た。誤解がないよう「中」を加筆します。

啓発リーフレット（ご意見を反映した完成版）について

１ リーフレットの記載内容について

２ その他

No, ご意見・要望 方向性

１ ①各市町村の地域住民に浸透させないと、パンフレットの効
果が半減してしまいます。各市町村教育委員会にパンフ
レットの展開方法を指南或いは確認いただくようお願いしま
す。

①公立並びに私立への学校（保護者）への周知
は、教育委員会・県民学びの支援課経由にて。
競技団体等には県スポーツ協会経由にて。企
業等には、経営者協会を通じて配布予定。そ
の他必要に応じて、庁内PTで展開方法を検討
してまいります。

報告事項(1)
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長野県教育委員会は、新たな地域クラブ活動を通して、以下の姿を目指します

◆ 地域の実情や願いに応じたスポーツ・文化芸術活動を充実

◆ 子どもたちの多様なニーズに応じた活動機会の創出

◆ 他校の生徒との交流による社会性の伸長

◆ 多世代交流機会の増加による地域コミュニティーの強化

◆ クラブ単位による各種大会・競技会等への参加

◆ 教員の働き方改革を推進し、地域の学校教育の質の向上

本県の「部活動地域移行」に関わる会議資料等はこちら
☟ https://www.pref.nagano.lg.jp/kyoiku/hokenko/chiikiikou.html

【地域クラブ活動 お問合せ先】

【スポーツ関係】 【文化・芸術関係】

保健厚生課 学校体育係 学びの改革支援課 義務教育指導係

電話 026ー235ー7448 電話 026－235－7434

FAX 026－234－5169 FAX 026－235－7495

E-mail sports-gakko@pref.nagano.lg.jp E-mail kyogaku@pref.nagano.lg.jp

「第４次長野県教育振興基本計画」における以下の「施策の柱」の具現化を図ります

○ 生涯にわたり誰もが学び合える地域の拠点をつくる

○ 文化芸術・スポーツの身近な環境を整え、共感と交流が生まれる

中学校の部活動を
休日から段階的に
地域クラブ活動に移行します

小・中学生、保護者様
地域の皆様

（スポーツ庁 Web広報マガジン DEPORTARE 数字で見る
スポーツの価値 ＃12（2023年3月29日）参考）

■ 部活動の地域移行って？
学校部活動を地域の多様な主体が運営・

実施する地域クラブ活動へと移行してい

くものです。

学校とも連携しながら、多様な活動を、

可能な限り低廉な会費で実施します。
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（Q１）県内中学校の部活動における課題は？

○生徒数の減少により、学校単独での活動や大会参加が難しい

○廃部や休部により、生徒の興味・関心のある部活動の保障が難しい

○専門外顧問が60％以上。専門的な指導ができす、教員の負担感も高めている

（Q２）地域クラブ活動の目指すところは？

○ 「地域の子どもは、学校を含めた地域で育てる」の理念のもと、持続可能なスポーツ・文化

芸術活動の拠点を地域で築けるように

○生徒の多様なニーズに応じた活動を地域において安定的に行えるように

○地域において多世代と関わる機会が増え、地域活性化の一助になるように

○教員の働き方改革が進み、教科指導等の充実が図られ、学校教育の質が向上するように

○研修等によって指導者の資質向上に努め、安全・安心なクラブ活動が展開できるように

（Q３）県の方針（移行時期や平日の活動）は？

○原則として、休日・平日ともに全ての中学校部活動を新たな地域クラブ活動に移行します

○国が示す令和７年度までの改革推進期間中に新たな地域クラブ活動の環境整備を鋭意進

め、可能な限り早期の実現を目指しつつ、地域の実情に応じ、令和８年度末を目途に休日

の中学校部活動の地域クラブ活動への移行完了を目指します

○平日はできるところから移行を進め、難しい場合でも生徒の活動を保障しつつ、教員の

勤務時間外の部活動指導を減らす工夫を検討・実施します

（Q4）地域や保護者にできることは？

○地域クラブ活動の指導者、又は協力者として「信州地域クラブ活動指導者リスト」

への登録にご協力をお願いします。

※ 「信州地域クラブ活動指導者リスト」への募集案内はこちらから ➡

○保護者の皆様方には、クラブ運営に係る会費や練習会場までの送迎等のご負担をおかけ

する場合がございます。各自治体に会費の低廉化を求めるとともに、支援のあり方につい

て研究してまいります

ALL信州で支える

「地域クラブ活動」って何？

https://forms.office.com/r/G9p29G1w8T
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指導者人材リストチラシ（（ご意見を反映した完成版）について

１ チラシの記載内容について

Ｎｏ， ご意見・要望 最終

１ ①スケジュールを載せたらどうか？
（前回の県協議会では11月から12月にとりまとめ、12月後半
から市町村に紹介するとのことでしたが）

①第一次とりまとめとマッチングは12月予定です
が、以後も募集しますので、募集終了と誤解さ
れないよう敢えて記載しません。

２ ①学校教育活動の質の向上⇒質は今回必要なのか疑問があ
ります。

②Q＆Aの二つ目の報酬や交通費は⇒報酬や交通費等は保
険もあるので如何でしょう。

①休日部活動の地域移行が教員の負担軽減、
授業改善の一端につながればと考え、原案通
りとします。

②保険はクラブ運営の経費内と考え、敢えて記
載しません。

３ ①登録者へのインセンティブについて記載した方がよい。 ①現在、可能なインセンティブ「登録者には、県
内のスポーツ・文化芸術活動の大会等に係る
情報提供やオンラインによる研修（無料）を実
施いたします」を記載します。

４ ①既に指導している人の取り扱い（登録が必要または不要）に
ついて、触れたほうがよいと感じました。

②どういう人に呼びかけているのか、明確な例を挙げたほうが
よい。

①既存の指導者にも新規登録者同様のインセン
ティブが付与されるとともに登録していただくよ
うにし、「既に地域クラブで指導・協力していた
だいている方もご登録いただけます」と記載し
ます。

②PTAの方等の具体例を挙げるのは難しく、代り
に、表面は、「子どもの健全な成長をサポート
したい、情熱をもつ方、指導者資格不要、教
員免許不要、経験不問」とし、裏面には、「登
録する活動は特に限定せず、指導者として、
また安全な活動を見守っていただける地域の
皆様…」によって、多くの方に呼びかけていま
す。

５ ①リーフレットの表題は「…指導者リスト 募集！」ではなく、
「…指導者 募集！」ではないか。

②ＵＲＬの下の文書について
１「早期の実現を目指す」何が？を記す。部活動の地域クラ
ブ移行
２「目指しつつ・・・目指しています」の表現が気になる。

③生徒に関わっていただく以上、「非違行為防止」の指導をお
願いしたい。

①「地域クラブ活動指導者及び安全な活動を見
守っていただける地域の皆様 募集！」と記載
します。

②「長野県教育委員会は、中学校部活動の地域
移行の早期実現に向けて、令和８年度末を目
途に休日部活動の地域クラブ活動への移行
完了を目指しています」と記載も検討しました
が、前段の意味合いが弱まりますので、既に
示している県の方針の記述通りにします。

③登録者には、オンラインによる研修（無料）を
実施いたします。また、今後の取組として、「指
導者必携デジタルハンドブック」の作成を検討
します。

６ ①登録しても必ずしも採用にはならないことを明確に伝える方
がよいのではないでしょうか。

①「登録しても、必ず採用されるわけではありま
せん」を加筆します。

報告事項(2)
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No, ご意見・要望 最終

７ ①裏面の「今後、市町村が主体となって推進する
地域クラブの設立に向けた支援策であり、」とい
う文言は不要。（または、市町村を地域に置き換
える）「中学校部活動の受け皿となる地域クラブ
活動への支援を目的とした」へ変更を。

②表面の「あなたも地域クラブで指導してみません
か」の「指導を」を指導以外にも見守り等も募集
していることから「活躍」にしてはどうか。

③可能であれば、登録者が受けるオンラインによる
研修の内容や時数等が分かると、保護者の方の
安心につながると思う。

④誤字「情熱をもっ方」

⑤長野市は既存のクラブを運営主体として地域移
行を進めているので、「みんなで創る」の表現が
誤解を生じる可能性がある。

①中学校部活動の地域移行は、新たな地域スポーツ・文化
芸術活動の創出であり、「中学校部活動の受け皿」という
表現は避けたく、したがって、「今後、地域が主体となっ
て推進する地域クラブの設立・・・」を記載します。

②「活躍」に変更します。

③裏面「指導者リストQ＆A」にて、具体的な研修内容の一
部を記載します。

④「情熱をもつ方」に修正します。

⑤「ALL信州で支える」の表現に変更します。

８ ①裏面の文章について以下の文案にして以下の
ように表記すればどうか。
長野県では、令和６年３月に策定した「長野県
地域クラブ活動推進ガイドライン」に沿って、子
どもたちが生涯にわたってスポーツ・文化芸術に
親しめる社会環境の構築を目指すとともに、教
員の働き方改革による学校教育活動の質の向
上を図ることを目的に、中学校部活動の地域ク
ラブ活動への移行を進めています。
信州地域クラブ活動指導者リストは、今後、市
町村が主体となって推進する地域クラブへの移
行を進めるための支援策であり、指導者としてま
た安全な活動を見守っていただける地域の皆様
と地域クラブをつなぐマッチングツールです。

①左記を参考に記載しますが、長野市の要望により、「今後、
市町村が主体となって推進する」を「今後、地域が主体と
なって推進する」に変更します。

２ 入力フォームについて

No, ご意見・要望 最終

１ ①公開情報として、指導可能エリアとあるが、入力
フォームには入力欄がない。整合すべきではな
いか。

①入力フォームを修正します。

２ ①登録フォームの入力項目に（指導可能な地域、
エリア・持っている資格内容）が欲しい。

①入力フォームに追加します。

３ ①シンプルで応募しやすいと思います。ただ、年齢
と職業についての設問があったほうがいいと思い
ます。（選択式）

①入力フォームに追加します。

４ ①設問12に小学生も追加してはどうか。

②誤字、設問７と11。

①追加の方向で検討しましたが、中学生と高校生にしまし
た。

②修正します。
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NO, ご意見・要望 最終

５ ①登録者へ個別メール等で詳細をお聞きする方式でしたらよ
いかと思いつつ、基礎的情報として、「男女の別」「凡その年
齢（例：20代、30代、40代など）」は必要ないか。今の時代、
お尋ねしにくさはあるが、後々必要な情報は、最初から収集
した方がよい。

②「７」の「指導者」と「協力者」の違いがわるような簡単な説明
があるとわかりやすい。

③「８」と「９」の問で、例えば、「８」でサッカーとスキーと書いた
方が、「９」でサッカーの資格はあるが、スキーの資格がない
という場合、回答が困るのではないか。

④最後に「その他」というような項目を入れ、登録者が自由に
問い合わせできるような欄があってもよい。

①入力フォームを修正します。

②チラシには協力者について記載しましたが、入
力フォームには記載しませんでした。今後、問い
合わせがあるなど、必要に応じて加筆がします。

③入力フォームが複雑になりすぎることなく、自由
に所有資格を記入していただければと判断しま
した。

④入力フォームを修正します。

６ ①登録希望者は、競技力の向上を目指すのか、違う側面を目
指すのか、登録の段階で、希望する指導の方向性が分かる
とよいのではないでしょうか。

①検討しましたが、入力フォームの回答が多くなり
過ぎるのを避けました。

３ その他

No, ご意見・要望 方向

１ ①人材リスト公募の結果として、求める人材がいない地域や
エリアが出てくると予想します。県として、二の矢として何か
考えているか聞きたい。

②新たな地域クラブと人材登用について、一定の基準を県
から示して欲しい。（自治体間格差が大きいことは地域移
行を進める上で良くないと考えます。）

①リモートによる遠隔指導を研究中で、令和７年度
には、実証事業のメニューに加え、成果と課題
を研究してまいります。

②地域クラブの定義は今後協議します。人材登用
の一定基準（指導者資格の有無？）については、
平日の移行も見据えて、現在のところ指導者資
格は特に問わず、研修や指導者必携デジタル
ハンドブックについて今後協議したい。

２ ①指導者登録は誰もができるということなので、資質の判断
には一切関わりを持たないということでしょうか。

②一度登録すれば無期限で登録されたままになるのでしょう
か。

③２つ以上の組織から採用したい旨の希望があった場合、ど
のように対応するのでしょうか。

④謝金（報酬等）は運営団体・実施主体等の規定によると
なっていますが、差を埋めるような対応はされるのでしょう
か。

①信州地域クラブ活動指導者リストは依頼のあっ
た市町村やクラブに指導者・協力者を斡旋する
ものであり、指導者資質の判断は、実際に面
談・交渉を行う地域クラブが判断してください。

②事務局に登録削除依頼があれば、削除します。
また、個人情報の厳守に努めてまいります。

③登録者には、複数クラブから依頼があることを伝
えます。登録者は複数クラブと交渉した結果、
登録者本人クラブを決定することになります。

④持続可能なスポーツ・文化芸術活動の拠点を地
域で構築すめには、指導者謝金もある程度必
要で、正当な報酬が指導者としての使命感が高
まると考えます。最低賃金（948円）程度は、保
障できるよう支援策を検討してまいります。
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募集！
あなたも地域クラブで
活躍してみませんか

「子どもの健全な成長をサポートしたい」情熱をもつ方

指導者・協力者 登録はこちら
↓

長野県教育委員会は、国が示す令和７年度までの改革推進期間中に新たな地域クラブ活動の

環境整備を鋭意進め、可能な限り早期の実現を目指しつつ、地域の実情に応じ、令和８年度末

を目途に休日の中学校部活動の地域クラブ活動への移行完了を目指しています

【 信州地域クラブ活動指導者リスト お問合せ先 】

【スポーツ関係】 【文化・芸術関係】

保健厚生課 学校体育係 学びの改革支援課 義務教育指導係

電話 026ー235ー7448 電話 026－235－7434

FAX 026－234－5169 FAX 026－235－7495

E-mail sports-gakko@pref.nagano.lg.jp E-mail kyogaku@pref.nagano.lg.jp

信州地域クラブ活動指導者リスト

登録者には、県内のスポーツ・文化芸術活動の大会等に係る情報提供や
オンラインによる研修（無料）を実施いたします

学び応援キャラクター
「信州なび助」

©長野県教育委員会

地域クラブ活動指導者

安全な活動を見守って
いただける地域の皆様

及び

※ 既に地域クラブで指導・協力していただいている方もご登録いただけます

詳しくは、信州地域クラブ活動指導者リスト設置要綱をご覧ください。
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信州地域クラブ活動指導者リストについて
長野県では、令和６年３月に策定した「長野県地域クラブ活動推進ガ

イドライン」に沿って、子どもたちが生涯にわたってスポーツ・文化芸
術に親しめる社会環境の構築を目指すとともに、教員の働き方改革によ
る学校教育活動の質の向上を図ることを目的に、中学校の部活動の地域
クラブ活動への移行を進めています。

信州地域クラブ活動指導者リストは、今後、地域が主体となって推進
する地域クラブ活動への移行を進めるための支援策であり、指導者とし
て、また安全な活動を見守っていただける地域の皆様と地域クラブをつ
なぐマッチングツールです。

Q．誰でも登録できますか？
A．18歳以上の方であれば、指導者資格や指導歴がなくても登録可能です。

詳しくは「信州地域クラブ活動指導者リスト設置要綱」をご覧ください。

Q．登録の対象となる活動（競技種目や文化芸術活動）は、決まっていますか？
A．登録する活動は特に限定いたしません。スポーツや文化芸術活動に関する活動で、

地域の部活動にはない活動やレクリエーション的な活動など幅広い活動を想定してい
ます。また、指導ではなく、子どもたちの活動を見守っていただける方もご登録くだ
さい。

Q．指導者として採用された場合、指導報酬等はどうなりますか？
A．報酬額や交通費は、運営団体・実施主体等の規定によります。

Q．指導者・協力者への研修（無償・オンライン）とは、どのような内容ですか？
A．コーチングの基本、ハラスメント防止をはじめ、スポーツ医科学や心理学等、多面的

な内容を想定しています。

〇 登録いただいた情報は、指導者や協力者を求める県内の市町村（県立学校含む）、
地域クラブへ情報共有させていただきます。目的外での使用は一切いたしません。

※1 公開する情報は、登録した活動、年代、性別、居住エリア、指導可能エリアのみとなります。

指 導 者 リ ス ト Q ＆ A

長野県
「信州地域クラブ活動

指導者リスト」

指導・協力希望者 市町村・地域クラブ
（運営団体・実施主体）

①登録 ③指導者・
協力者の照会

④連絡・確認
⑤登録情報の紹介

⑥マッチング

登録からマッチングまでの流れ

（登録しても、必ず採用されるわけではありません）

②登録情報の公開 ※1 下段参照

↑設置要綱
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「信州地域クラブ活動指導者リスト」登録申込書
この登録用紙に入力いただいた個人情報は、長野県内の市町村教育委員会等に情報提供する等、
「信州地域クラブ活動指導者リスト」に係る業務の円滑な遂行のためのみに利用します。その他の目的
で利用することはありません。
また、入力前に必ず「信州地域クラブ活動指導者リスト設置要綱」を確認してください。

・「信州地域クラブ活動指導者リスト設置要綱」を確認しました。 □ （□の中に✔を入力）

・私は、「信州地域クラブ活動指導者リスト設置要綱」第３条の
登録要件を全て満たしています。

□ （□の中に✔を入力）

・必要事項について、関係機関に照会することに同意します。 □ （□の中に✔を入力）

・個人情報の取扱いに同意します。 □ （□の中に✔を入力）

氏 名 性 別

フリガナ 生年月日

住 所 〒

電話番号

Ｅ-ｍａｉｌ

指導・協力可能地域【10広域】（複数回答可）

□北信地域 □長野地域 □佐久地域 □上小地域 □大北地域

□松本地域 □木曽地域 □諏訪地域 □上伊那地域 □飯伊地域

指導・協力可能市町村（複数回答可） （例） ○○市、▲▲町、□□村

指導者・協力者の選択（複数回答可） □指導者 □協力者

既に地域クラブ活動で指導している方 □ （□の中に✔を入力）

指導可能種目（複数回答可） （例）陸上競技、サッカーダンス、書道、等

指導者資格等の有無 （例）コーチ１（JSPO）、Ｃ級ライセンス（サッカー）

指導・協力対象年代（複数回答可） □中学生 □高校生

指導・協力可能レベル（複数回答可） □初級 □中級 □上級

指導・協力可能曜日と時間（複数回答可）

□土曜日 時 分 ～ 時 分

□日曜日 時 分 ～ 時 分

□月曜日 時 分 ～ 時 分

□火曜日 時 分 ～ 時 分

□水曜日 時 分 ～ 時 分

□木曜日 時 分 ～ 時 分

□金曜日 時 分 ～ 時 分

備考欄
（その他、伝えておきたいこと） -9-



信州地域クラブ活動指導者リスト設置要綱

（目的）
第１条 この要綱は、本県における中学校部活動の地域連携や地域移行の推進に向け、地域クラ

ブの指導者・協力者を市町村・市町村教育委員会又は地域クラブ（以下「市町村等」とい
う。）の求めに応じて情報提供することを目的として設置する「信州地域クラブ活動指導
者リスト」（以下「指導者リスト」という。）に関し必要な事項を定めるものとする。

（用語の定義）
第２条 この要綱において、指導者リストに登録した者を「指導者・協力者」という。

（登録の要件）
第３条 指導者・協力者は、スポーツや文化芸術活動への関心や指導意欲をもち、県内の地域ク

ラブでの指導・協力等が可能な者で、次の各号全ての条件を満たす者とする。
(1) 登録する年の４月１日現在で18歳以上であること
(2) これまでの指導・協力等において、体罰、ハラスメント等、指導者として不適格と認めら
れる事項のない者であること
(3) 地方公務員法第16条※１及び学校教育法第９条※２の欠格条項に該当しないこと

（運用の方法）
第４条 指導者リストに登録を希望する者は、「信州地域クラブ活動指導者リスト」登録申込書

（オンライン含む）により、長野県教育委員会あて申し込むものとする。
２ 長野教育委員会は、当該申込書の記載内容を確認するとともに、必要な事項について関係機
関に照会の上、適格と認めた場合は、指導者リストへ登録する。その際、登録した旨を指導
者・協力者へ連絡する。

３ 長野県教育委員会は、市町村等に対して指導者・協力者の登録情報を公開する。その際、公
開する情報は、登録した活動、年代、性別、居住エリア、指導可能エリアのみとする。

４ 長野県教育委員会は、市町村等からの照会を受けた際は、指導者・協力者に了解を得た上で、
市町村等に対し、詳細な情報を提供する。

５ 市町村等は、指導者リストの中から指導者等を任用する場合は、当該者へ直接連絡し、報酬
や交通費、指導時間等の勤務条件の確認を行った上で面接等の選考方法によって決定する。な
お、任用する際は、身分を証明する書面等により、本人確認を行うものとする。

６ 市町村等は、指導者リストの中から任用した場合や任用した指導者・協力者が辞任した場合
は、長野県教育委員会へその旨を連絡する。

７ 長野県教育委員会は、市町村等から任用や辞任について連絡を受けた際は、指導者リストの
情報を更新する。

８ 指導者・協力者は、登録事項に変更が生じたときは、速やかに長野県教育委員会に連絡する。
９ 長野県教育委員会は、指導者・協力者として不適格と認められる行為又は事実が確認された
場合は、当該指導者・協力者の登録を取り消すことができる。

（研修）
第５条 長野県教育委員会は、指導者・協力者の資質の向上を図るため、指導等に必要な知識や

技能等について研修会及び講習会を実施する。

（事故）
第６条 指導等に伴い発生した事故及び損害については、長野県教育委員会は責任を負わないも

のとする。

（個人情報の保護）
第７条 登録した個人情報については、市町村等に情報提供する等、指導者リストに係る業務の

円滑な遂行のために用い、長野県教育委員会において関係法令に基づき適正に管理する。

-10-



（その他）
第８条 この要綱に定めるもののほか、実施に関し必要な事項は、長野県教育委員会が別に定め

る。

附則
この要綱は、令和６年（2024年）11月15日から施行する。

※１ 地方公務員法第16条
次の各号のいずれかに該当する者は、条例で定める場合を除くほか、職員となり、又はそ

の競争試験若しくは選考を受けることができない。
１ 禁固以上の刑に処せられ、その執行が終わるまで又はその執行を受けることがなくなる
までの者

２ 当該地方公共団体において懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から２年を経過しない
者

３ 人事委員会又は公平委員会の委員の職にあって、第60条から第63条までに規定する罪を
犯し、刑に処せられた者

４ 日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊
することを主張する政党その他の団体を結成し、又はこれに加入した者

※２ 学校教育法第９条
次の各号のいずれかに該当する者は、校長又は教員になることができない。

１ 禁固以上の刑の処せられた者
２ 教育職員免許法第10条第１項第２号又は第３号に該当することにより免許状がその効力
を失い、当該失効の日から３年を経過しない者

３ 教育職員免許法第11第１項から第３項までの規定により免許状取り上げの処分を受け、
３年を経過しない者

４ 日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊
することを主張する政党その他の団体を結成し、又はこれに加入した者
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令和６年度 中学校部活動の地域クラブ活動への移行 進捗状況
保 健 厚 生 課

１ アンケート、ガイドライン（推進計画）、協議会の設置（７７市町村対象）

２ 運営団体の見通しとその属性、地域クラブ活動の開始（協議会設置/予定６９市町村のみ回答）

３ 地域クラブ活動の実施日とクラブ会費 （活動開始済/R６・７開始予定/5３市町村のみ回答）

４ コーディネーター等の配置と令和７年度実証事業の活用予定 （７７市町村対象）

前向きに検

討している

38市町村

49%未定

26市町村

34%

予定していない

13市町村

17%

② R7実証事業（国庫）

↑本質問は協議会設置/予定69市町村

令和6年８月２９日現在

実施済

37市町村

48%

実施予定

13市町村

17%

未定

27市町村

35%

① アンケート調査の実施

策定済

15市町村

19%

策定中

19市町村

25%

策定予定

29市町村

38%

未定

14市町村

18%

② ガイドライン（計画）の策定

設置/開催済

41市町村

53%
R6設置/開催予定

23市町村

30%

R7設置/

開催予定

5市町村

7%

未定

8市町村

10%

③ 協議会の設置/開催

ある

26市町村

38%

できる見通しがある

市町村

20

29%

未定

18市町村

26%

ない

5市町村

7%

① 運営団体の見通し

20

18

1

30

12

6

1

3

3

0 10 20 30

スポーツ協会

総合型地域SC

スポーツ少年団

市町村（教育委員会）

一般任意団体

民間クラブ

プロスポーツチーム

企業

大学

② 運営団体の属性（複数回答可）

開始済

26市町村

38%

R６開始予定

22市町村

32%

R７開始

予定

5市町村

7%

未定

16市町

村

23%

③ 地域クラブ活動の開始

休日と平日

26市町村

49%

休日のみ

27市町村

51%

① 地域クラブ活動実施日

千円未満

5市町村

10%

千～二千円未満

17市町村

32%

二千～三千円未満

6市町村 11%
三千～四千円未満

6市町村 11%

四千～五千円未満

3市町村 6%

集めない（予定含む）

16市町村

30%

② クラブ会費(受益者負担)

配置（兼務）

27市町村 35%

配置（専任）

13市町村 17%
R6配置予定

4市町村 5%

R7配置予定

4市町村 5%

未定

29市町村

38%

① ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ・事務局配置

51

67

18

9

0 20 40 60

国・県の支援

市町村の行政支援

寄付金募集（企業、CF等）

未定

③ 考えている財源確保(複数回答可）

報告事項(3)
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令和６年度 国の実証事業に取り組む市町村
（地域スポーツクラブ活動への移行に向けた実証事業）

地区数 市町村数 市町村名

１ １ 長野市

２ ２ 松本市

３ ３ 塩尻市

４

４ 千曲市

５ 坂城町

５ ６ 須坂市

６

７ 飯山市

８ 栄村

９ 木島平村

10 野沢温泉村

７ 11 飯田市

８

12 佐久穂町

13 南牧村

14 小海町

15 北相木村

16 南相木村

17 川上村

９

18 飯島町

19 中川村

10 20 小布施町

11 21 松川町

12

22 富士見町

23 原村

13

24 池田町

25 松川村

14 26 南箕輪村

15 27 豊丘村

16 28 麻績村

17 29 泰阜村

18 30 東御市

19 31 諏訪市

20 32 飯綱町

21 33 辰野町

単独市町村による取組

広域連携による取組

追 加 募 集

21地区33市町村

令和６年８月22日現在

［予定含む］

予定

報告事項(4)
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指導者の質の担保について

（１） 部活動指導員と外部指導者の整理

１ 中学校部活動における外部指導者の現状

（２） 本県中学校における外部指導者の委嘱等の現状 （令和５年度部活動調査（スポーツ課）より）

➡ １６１校（８８．５％）の中学校が外部指導者を活用している

保 健 厚 生 課 ・ ス ポ ー ツ 振 興 課
学びの改革支援課・文化振興課

協議事項(1)

中学校部活動に代わって、今後、県内各地で展開される地域クラブ活動の指導者の質の担保は、重要な課題である。
『安全・安心な地域クラブ活動の実現』に向けて、地域クラブ指導者の質の担保を確保する仕組みを構築する必要がある。

88.5%（161校） 11.5%（21校）
① 外部指導者の活用状況

（学校単位）

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
活用 未活用

部活動指導員 外部指導者

身 分

・地方公務員法による会計年度任用職員として任用
（学校教育法施行規則に基づく）

・不明瞭（法律的根拠はない）
・各校で独自対応。雇用形態は各々。
・校長が面談し委嘱するケース、OB等のボランティアが多い

役 割
・顧問に代わり単独での部活動指導が可能
・練習試合や大会等の単独引率が可能

・顧問に代わり単独での部活動指導は不可。技術的サポートが中心
・練習試合や大会等の単独引率は不可

報酬費

・時給1,600円 （年間210時間以内)
・国及び県の補助あり
（R６年度：スポーツ分野は268人分を市町村へ補助）

・無償又は有償（市町村、学校、保護者会から謝金程度）
・国及び県からの補助なし

研 修

・学校の設置者及び学校は、部活動指導員に対して研修を行
うことが義務付けられている
（学校設置者及び学校は、部活動指導員に対し、部活動の位
置付けと教育的意義等について、事前に研修を行うほか、そ
の後も定期的に研修を行う）

・学校の設置者及び学校は、外部指導者に対して研修を行うこと
が義務付けられてない

処 分 ➡ 制度が確立されており、不適切事案に対する処分が可能 ➡ 身分保障が未確立で不適切事案に対する処分が困難
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787人（92.7％） 62人（7.3％）② 外部指導者の活用人数（人）

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
運動部 文化部

➡ 運動部は７８７人、文化部は６２人の外部指導者がいる

76.4%（123校） 23.6%（38校）
③ 登用における校長との面談

（学校単位）

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
ある ない

➡ 23.6％（38校）が、外部指導者の登用時において、校長との面談が行われていない

88.2%（576部） 7.0%（46部）

4.7%（31部）

④ 設置者や校長が委嘱等を行

い役割等を明確にしているか

（部単位）

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
している していない 不明

➡ およそ９０％の部活動で外部指導者に対し、委嘱等を行い役割等を明確にしているが、10％は明確になっていない

83.6%（546部） 11.2%（73部）

5.2%（34部）

⑤ 学校教育目標、部活動の運

営について話し合いの機会があ

るか（部単位）

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
ある ない 不明

➡ およそ８０％の部活動で教育目標や部活動運営方針等の話し合いの機会があるが、20％は行われていない。
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➡ 運動部は５０％程度、文化部は４０％程度、無償（ボランティア）で指導が行われている

➡ 89校（55．3％）の中学校が外部指導者への研修を行っていない

46.1%（363人） 53.9%（424人）
⑥-1 運動部の外部指導者の報

酬（人）

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
ある ない

59.7%（37人） 40.3%（25人）
⑥-2 文化部の外部指導者の報

酬（人）

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
ある ない

44.7%（72校） 55.3%（89校）
⑦ 外部指導者への研修の有無

（学校単位）

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
ある ない

39.5%（258部） 40.1%（262部） 15.2%（99部）

5.2%（34部）

⑧ 外部指導者の活用頻度（部

単位）

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
週1日未満 週1～2日 週3～4日 週5日以上

➡ 活動頻度は、週１～２日が最も多く、週１日未満が次に多い
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(1) 委嘱の際
① 外部指導者を委嘱する際、校長（又は教頭）との面談を必須にする
② 非違行為等を絶対に行わない旨の「誓約書」又は「確認書」を取り交わす
・学校教育目標や部活動運営方針の理解
・人権に配慮した指導
・顧問とのコミュニケーションの重視
・守秘義務の遵守
・体罰及びセクハラ・パワハラの根絶など、法令や社会的規範の遵守

③ 委嘱状又はそれに代わるものを取り交わすとともに、役割等を明確にする
④ 学校教育目標、部活動運営方針、等について、外部指導者と話し合いの機会をもつ

(2) 日常における指導
① １対１での指導の禁止 （校外への連れ出し、時間外の指導の禁止）
② 生徒及び保護者との直接の電話、ＳＮＳ等の連絡の禁止
③ 身体接触の禁止

(３) 非違行為（ハラスメント）防止体制の整備
① 練習会場には、複数の指導者又は参観者（協力者）を置く
② 定期的に研修を行う
③ 各校のスクールセクハラ防止マニュアルの見直し
④ 相談窓口の設置と周知（生徒のみならず指導者の人権も担保）
⑤ 管理職（校長又は教頭）が定期的に活動を参観

※「自校の児童・生徒へのわいせつな行為に係る検証報告書 （概要）」(2019 年 わいせつ行為根絶検討委員会）

県立学校における「部活動の外部指導者活用にあたって」（2015年 高校教育課）を参考

学校の部活動指導員、地域クラブ活動の指導者も同様に徹底

２ 中学校部活動において、外部指導者を活用する際の考え方の整理（案）

問題行動が起きる４つのプロセス
（４つの壁）を乗り越えさせない体制整備

指導者としての資質・責務の明確化
管理監督者の監督責任の明確化

-17-

2026年度施行予定「日本版DBS制度」も視野に入れて要検討



参考①
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県立学校における「部活動の外部指導者活用にあたって」（2015年 高校教育課）

部活動の外部指導者活用にあたって
高校教育課

部活動は生徒の学校生活を豊かにする重要な教育活動の一環である。
学校長は、部活動の運営状況や顧問・生徒の疲労や健康状態、安全管理、そして外部指導者等についても把握し、適切な部活

動が行われるよう配慮することが求められる。
部活動の顧問は、学校の教育目標に基づく部活動の方針を決め、年間の活動計画等を作成し、生徒や保護者に伝え、互いに理

解したうえで協力して部活動運営をしていくことが大切である。その上で、専門的な知識や技術の指導をするとともに、生徒一
人ひとりに達成感や満足感、自己肯定感等を育むよう指導の工夫や配慮をする必要がある。また、部活動の予算、設備や用具の
管理等を行うとともに、けがや事故を防ぐため、生徒の健康管理や万一の事態に備えた緊急時対応体制等を整備しておくなど、
運営全体について責任をもって対応していくことが求められる。
外部指導者の協力を得る場合でも、活動方針や活動計画の作成をはじめ運営全体については顧問が主体となって進めるべきで

あり、日々の活動でも外部指導者に任せっきりにならないようにしなければならない。また、外部指導者には技術指導を中心に
顧問を支え、顧問と協働して生徒の指導にあたることが求められる。外部指導者が技術面の指導を補助することにより、活動内
容に対する生徒の興味や関心が高まり、もっと学びたいという意欲につながる。そして、生徒自身に専門的な知識や技術が身に
ついてくるに従い、部活動に一層向上心をもって積極的に取り組むようになるなどの効果が期待できる。
外部指導者は、保護者と同様に学校教育の重要な理解者であり協力者である。部活動が生徒にとってよりよい活動となるため

には、顧問と保護者そして外部指導者が共通理解のもと密接に連携することにより、充実した部活動になることが期待される。

１ 外部指導者としての資質
外部指導者も学校教育の一翼を担っており、その指導にあたっては、学校の方針に基づいて、生徒の人格形成に関わる一人の

人間として、豊かな人間性や社会性、常識と教養、礼儀作法をはじめ対人的資質を備えていることや、生徒を一人の人間として
認め、尊重することのできる人権感覚を備えていること（総合的な人間力）が必要であり、さらに以下のような資質が求められ
る。

○指導に対する熱い情熱
コンクールや試合における勝利至上主義に陥らず、指導者としての使命感や誇りを持ち、生徒の人権を尊重する愛情や責任感

があること
○専門家としての確かな力量
専門とする分野に関する知識、生徒を理解する力、生徒指導力、集団指導力、技術指導力があること

○学校組織の一員としての自覚（学校の方針が第一）
学校の教育目標具現のための一翼を担っているという自覚があり、顧問をはじめ学校職員や保護者とも協力していくことので

きる協調性があること
○指導者としての責任感（法令、社会的規範の遵守）
体罰やセクハラ・パワハラととられかねない言動が絶対に許されないことを理解するとともに、部活動に関わることにより知

り得た子どもの情報の守秘義務を守るなど、行動に責任が持てること

参考②
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２外部指導者に求められること
外部指導者は、生徒の成長に大きな責任があることを自覚し、自らの言動が生徒に大きな影響を及ぼすことを認識し、特にそ

の人権を侵害することにならないよう細心の注意を払って指導していただかなければならない。

（１）学校の方針を第一に
外部指導者は、学校の方針に基づいて生徒一人ひとりの大切さを強く自覚し、人権に配慮した部活動指導をすることが求めら

れ、自らの言動が生徒の人権を侵害することにならないよう常に意識して指導していただく。

（２）顧問との連携を密に
顧問は、練習や発表会・試合・合宿等の計画、関係者との連絡・調整などを計画的に行い、指導をしている。外部指導者には、

その顧問とコミュニケーションを図り、協力して生徒の指導にあたっていただく。

（３）顧問の補助的立場で（独断で行動しない）
外部指導者が、独自の判断だけで行動することで、顧問と生徒との関係が損なわれたり、学校が信頼を失うことにつながるな

ど、様々な問題に発展してしまうケースがある。外部指導者は学校教育の重要な協力者ではあるが、あくまでも顧問の補助とっ
しての立場に立って指導をしていただかなければならない。
たとえば
○練習日、練習時間、練習メニュー等を、独自の判断で変えること
○独自の判断で、練習試合を組む、大会の参加を決定すること
○生徒を校外に連れ出すこと
○部活動以外の時間に生徒を指導すること
○生徒の保護者と直接連絡をとること
などは、外部指導者に与えられた役割を越えるものであり、厳に慎んでいただかなければならない。

（４）生徒に信頼される指導者に
技術的指導力があるために自分は顧問より生徒や保護者に信頼されていると誤解し、大きな問題に発展してしまう場合があ
る。外部指導者として学校から何を期待されているのか、どのような役割を担うのかを理解していただく。また、知り得た生
徒の個人情報については、秘密の保持を厳守していただく必要がある。

３学校として行うべきこと
（１）外部指導者の必要性の把握と資質を備えた人物の選定
顧問の専門的な技術指導力が十分でない場合や、安全指導上必要があると判断される場合などに、外部指導者を活用すること
を検討する。外部指導者の選定にあたっては、前述１にある指導者としての資質、人間性等を十分判断して、進める必要がある。
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① １対１での指導の禁止
（校外への連れ出し、時間外の指導の禁止）

② 生徒及び保護者との直接の電話、ＳＮＳ等の連絡の禁止
③ 身体接触の禁止

↓外部指導者を委嘱する際、校長（又は教頭）との面談を必須にする

↓生徒に異変を感じることがあれば、直ぐに顧問に連絡・相談

↑専門性だけでなく、学校の働き方改革の側面かは？



（２）すべての外部指導者を把握
外部指導者としては卒業生や地域の方、大学生、非常勤講師等様々な人が考えられる。また、その依頼も顧問や保護者が独自
に依頼していたり、自主的に指導に来ていただいたり等、様々な形態で指導している。学校としては、校内外を問わず生徒を継
続的に指導していただいている外部指導者について、全て把握していなければならない。また、顧問は外部の方が継続的に指導
に協力する場合は学校長に報告して全職員に周知し、学校の職員全体がその外部指導者を把握して、学校教育活動の一翼を担っ
ていただく協力者として接していくことが必要である。

（３）外部指導者の委嘱
部活動の指導については、学校として責任を持つ必要がある。従って、学校長が委嘱して、学校の方針や外部指導者に求め
ること等、理解いただいたうえで指導していただかなければならない。また、委嘱にあたっては、下記の「指導にあたっての確
認事項（例）」のような内容を設定し、外部指導者に確認する必要ある。外部指導者がその指導において、体罰やセクハラ・パ
ワハラは言うまでもなく、学校の方針に反したり、確認事項に沿った指導ができないなど、学校の教育活動として適切に行われ
ていないと認められる場合は、直ちに委嘱を解除しなければならない。

指導にあたっての確認事項（例）
・学校教育の一翼を担っているという自覚があること
・生徒の立場に立って考える姿勢があること
・その場の感情的な指導をしないこと
・威圧や腕力で言うことを聞かせようとしないこと
・思い込みや自分の考えだけで指導しないこと
・生徒への体罰及びセクハラ・パワハラの根絶など、法令や社会的規範を遵守すること
・顧問の補助的立場として指導に参加すること
・生徒の個人情報について秘密の保持を厳守していること
・報告、連絡、相談を必ず行うこと
・法令や社会的規範に反するような行為があった場合は、直ちに解任すること

また、場合によってはその事実を公表することもあること

（４）外部指導者と学校との情報交換
部活動に関する学校の内規や生徒の健康状態など、必要に応じて連絡会等を開催し、顧問だけでなく学校として、外部指導者と

の連携を図っていく必要がある。

同通知が10年を迎えた中、今般の状況に応じた改正が必要
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① 練習会場には、複数の指導者又は参観者（協力者）を置く
② 定期的に研修を行う
③ 各校のスクールセクハラ防止マニュアルの見直し
④ 相談窓口の設置と周知（生徒のみならず指導者の人権も担保）
⑤ 管理職（校長又は教頭）が定期的に活動を参観

←「体罰」は、学校教育法によって禁止されているだけでな
く、個別の行為に注目すれば刑法に定められている犯罪。

←有形力の行使は強度は問わない。叱責の際に頬を叩く、
注意するために肩を強くつかむといった行為も暴行罪。

←「暴言」や「罰走」等についても触れるか？
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○ 信州地域クラブ活動指導者リスト募集チラシを職員の皆様に配布いただき、積極的に登録くださ
るようご協力をお願いします。

○ なお、平日（月曜日から金曜日の放課後）の活動も想定されますので、その時は、勤務時間等にも
ご配慮していただければ幸いです。

１ 指導者・協力者派遣支援のお願い

○ 社員の皆様の地域クラブ活動への参加の奨励に係る休暇制度の整備など、地域と共創する企業
経営や団体運営についてご検討いただければ幸いです。

４ 地域クラブ活動への参加を促す社内制度整備のお願い

信州地域クラブ活動応援サポーターに御協力いただける
企業・団体等のメリット

○ 長野県直営 共創型ふるさと納税受付サイト「ガチなが」にて「信州地
域クラブ活動応援サポータープロジェクトにご寄付をお願いします。

○ 寄付の方法は、ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ、寄付申出書 （郵送・FAX・ﾒｰﾙ）があります。

３ 財政支援のお願い

○ 体育館、グラウンド、ホール等のスポーツ・文化芸術施設や用器具等の貸与について支援が可能で
あれば、ご登録の協力をお願いします。（活動場所を求めている地域クラブに紹介させていただきます）

２ 施設・用器具等提供支援のお願い

（たたき台）

長野県教育委員会では、中学校部活動の地域移行を推進するにあたり、生徒のスポーツ・文化芸術活
動の機会を保障するため、市町村や市町村教育委員会が主体となって運営する地域クラブ活動に対し、
指導者の派遣や運営支援等のご協力をいただける企業・各種団体等を募集しています。

信州地域クラブ活動応援サポーターへの協力依頼

企業・各種団体 様

長野県教育委員会 教育長

https://www.gachi-naga.jp/

◇ 地域に貢献する企業としてのブランドイメージの向上

◇ 信州地域クラブ活動応援サポーターの認証

・認定書の交付及び認証ロゴマークの使用が可能

・信州地域クラブ活動応援サポーターの小旗進呈

・長野県のﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞで協力企業・団体名と支援内容を紹介

◇ 長野県ＳＤＧｓ推進企業登録制度の【社会貢献活動】の取組に適合

※ 長野県入札参加資格制度上の優遇(現在、検討中）

認証ロゴマーク

認証小旗
長野県ＳＤＧｓ推進
企業登録制度 👉 【お問合せ先】 長野県教育委員会

【スポーツ関係】 【文化・芸術関係】

保健厚生課 学校体育係 学びの改革支援課

電話 026-235-7448 電話 026-235-7434

FAX 026-234-5169 FAX 026-235-7495

https://nagano-sdgs.com/

-23-
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信州地域クラブ活動応援サポーター

認証ロゴマークについて

認証ロゴマークの使用例

企業のＨＰに掲載

名刺に掲載

パンフレットや広告に掲載

（別紙１）

-24-
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信州地域クラブ活動応援サポーター

認 証 小 旗について

（別紙２）

認証ロゴマークの使用例

-25-
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地域クラブ指導者・協力者確保のための今後の取組

１ 県庁職員（約2,600人）への登録依頼

○ 様々な手法で「信州地域クラブ活動指導者リスト」への登録依頼

① 県職員ポータルサイト「掲示板」にて周知

② 県職員チャット「全庁」にて周知

③ 朝の登庁時、敷地内においてチラシを配布

④ 県庁本館１階玄関ホールにて、信州地域クラブ活動指導者リスト募集キャンペーンを実施

○ 地域に飛び出せ！社会貢献職員応援制度を活用した県職員への周知

県職員ポータルサイト desk nets NEO

地域クラブ活動の指導者・協力者として任用され報酬を伴う場合は、

① 営利企業等従事許可申請書

② 活動実績報告書 所属長経由コンプライアンス・行政経営課に提出

-26-



部活動地域移行リーフレット＆信州地域クラブ活動指導者・協力者募集チラシの

長野県公式LINEによる周知について（案）

【部活動の地域移行にご理解ご協力を】

長野県教育委員会では、中学校部活動の

地域クラブ活動への移行により、活動種目

の選択肢が増えるとともに持続可能な活

動環境が整い、県内すべての生徒がニーズ

に応じた多様な活動を安定的に行うこと

を目指しています。

【地域クラブで活躍してみませんか】

地域クラブの指導者・協力者を募集してい

ます。

▼詳しくは画像をタップ▼

【参考】長野県警他からのお知らせ

タップすると保健厚生課WEBページへ

スクロールするとリーフレット・指導者・協
力者募集チラシが見られる

【配信イメージ】
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県では、令和８年度末を目途に休日の中学校の部活動の地域クラブ活動への移行完了を目指しています

「地域の子どもは、学校を含めた地域で育てる」の理念のもと、持続可能なスポーツ・文化芸術活動の拠点を地域で

構築できるよう、皆様のご理解とご協力をお願いします。 信州地域クラブ活動指導者リストに登録をお願いします。

☑ 生徒の多様なニーズに応じた活動を地域において安定的に行えるように

☑ 地域において多世代と関わる機会が増え、地域活性化の一助に

☑ 教員の働き方改革が進み、教科指導等の充実・学校教育の質が向上に

☑子どもの健全な成長をサポートしたい情熱をもつ方

18歳以上の方であれば指導者資格や指導歴がなくても

登録可。 ※詳しくはこちらをご確認ください ➡

☑登録者には、県内スポーツ・文化芸術活動の大会等に係る情報提供

☑オンラインによる研修（無料）を実施

※既に地域クラブで指導・協力していただいている方も登録可能

指導者・協力者を募集します

登録はこちらから

本県の部活動の地域移行
の取組状況はこちら

地域クラブ活動の目指すところ

長野県広報紙「県からのたより」（2025年１月号）による中学校部活動の地域移行周知（案）

広報紙 「県からのたより」

○ 年２回 ９月と１月に発行
○ タブロイド版カラー ４ページ（特集、お知らせ）

○ 新聞折込による配布 ５４．８万部
○ コンビニ等に配置 ２万部

企画振興部広報・共創推進課 エントリー済

1面 ４面 -28-



本県における中学校部活動の地域クラブ活動への移行について

１ 中学校部活動における課題と地域移行の目的

２ 目指す姿

○ 生徒数の減少により、学校単独での活動や大会参加が困難
○ 廃部・休部により、生徒の興味・関心に応じた活動の保障が困難
○ 60％以上の顧問が専門外で、教員の負担感を高めている

○ 地域において、子どもたちが生涯にわたってスポーツ・文化
芸術に親しめる環境を構築する

〇 教員の部活動への負担を軽減し、学校教育の質の向上を図る

学校部活動の地域クラブ活動への移行により、活動種目の選択肢が増えるとともに持続可能な活動環境が整い、県内す
べての生徒がニーズに応じた多様な活動を安定的に行うことができる。
これにより、地域における持続可能なスポーツ・文化芸術活動の環境整備が図られ、地域の活性化につながる。

○ 学校ではできなかった多様な活動に触れる選択肢が増えるとともに、専門性の高い指導が受けられる。
○ 地域ならではのスポーツ・文化芸術活動をとおして（ヒト・モノ・コトに触れ）、地域への関心や郷土愛を高める機会につながる。
○ 様々な価値観をもつ地域の方々との交流を通して、ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝｽｷﾙの向上につながる教育的効果も期待できる。

（１）子どもにとって

○ “地域の子どもは、学校を含めた地域で育てる”の理念のもと、活力ある絆の強い地域社会創りにつながる。
○ 地域のスポーツ・文化芸術活動が活性化し、指導者や愛好者の増加が期待できる。
○ 地域ならではのスポーツ・文化芸術活動の後継者の育成につながる。
○ 地域の中での連携、顔の見える関係性が向上し、地域防災や防犯の共助につながる。

○ 部活動指導の負担が減り、授業準備など本来業務に多くの時間とエネルギーを割けるようになる。
○ 地域との関係性が一層強まり、コミュニティ・スクールを核とした学校と地域との連携・協働の推進につながる。

（２）学校・教員にとって

（３）地域にとって

〇 原則として、休日・平日ともに、学校部活動を地域クラブ活動に移行する。

○ 国が示す令和７年度までの改革推進期間中に地域クラブ活動の環境整備を鋭意進め、可能な限り早期の実現を目指しつつ、

地域の実情に応じ、令和８年度末を目途に休日の学校部活動の地域クラブ活動への移行完了を目指す。

○ 平日はできるところから移行を進め、難しい場合でも生徒の活動を保障しつつ、勤務時間外の部活動指導を減らす工夫を検討・実施する。

３ 県の方針

保健厚生課・スポーツ振興課
学びの改革支援課・文化振興課

その他・連絡（１）
市長会・町村会配布資料
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保 健 厚 生 課 ・ （ ス ポ ー ツ 振 興 課 ）
学びの改革支援課 ・ （ 文化振興課 ）

２ 地域クラブ移行状況調査結果 （R6.８）

（１） 運営団体（受け皿団体）不足
➡協議会設置後も、運営団体（実施主体）が定まらず、

地域クラブ活動を開始できない。

<要因>

〇 財源の見通し不足
➡指導者報酬等、クラブ運営に係る財源の見通しが

立たず、運営団体の選定まで至らない。

〇 人材（指導者・コーディネーター）不足
➡小規模町村を中心に、地域指導者やコーディネー

ターの候補者を探せない。

（２） 指導者の質の担保
➡適性の見極めと指導上のガバナンス確保を再検討。

（３） 関心・理解不足
➡移行が進まない地域では、保護者や地域の関心が

低く、現状維持を良しとする風潮が見られる。

（４） 事例不足
➡保険の加入、適正な受益者負担額、平日の部活動

との連携、事故発生時の対応、大会参加の在り方、
クラブ運営に係る諸事例を基にした研究が不足し
ている。

中学校部活動の地域クラブ活動への移行の現状と課題

３ 明らかになってきた課題

〇 本年度、21地区３３市町村が国の実証事業を実施。
他に、独自に実施が1５市町村。

〇 生徒のニーズに応じるための複数市町村による広域連携は、
令和５年度：２地域（８市町村）から、令和６年度：６地域（18市町村）
へ増加。

〇 県による市町村への訪問支援は、令和５年度が14市町村
（のべ12回）令和６年度（8月末現在）が3８市町村（のべ４７回）。

１ 地域移行の現状

〇 ８月に実施した調査では、令和７年度中に5３市町村
（約７割）が、休日の部活動を地域クラブへ移行予定。

〇 市町村の要請に応えるため、県の総括コーディネーター
を増員し、手厚い支援を加速化。

〇 実証事業から得た成果と課題を検証し、標準モデルを作
成の上、特に動き出しの遅い市町村への支援を強化。

必要な支援

財政確保

指導者整備

指導者整備

普及啓発

普及啓発

体制整備
① 全77市町村におけるガイドライン、協議会、運営団体の状況

② 協議会設置（予定）69市町村における

地域クラブ活動開始時期

③ 地域クラブ活動開始（予定）53市町村

における活動日

体制整備

63市町村

81.8%

６９市町村

89.6% 46市町村

59.7%
0%

50%

100%

ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
作

成(

予
定
含
む)

協
議
会
設
置(

予

定
含
む)

運
営
団
体
あ
り
・

見
通
し
あ
り

開始済

26市町村

38%

R６開始予定

22市町村

32%

R７開始予定

5市町村

7%

未定

16市町村

23%
休日と平日

26市町村

49%

休日のみ

27市町村

51%
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中学校部活動の地域クラブ活動への移行について

【目指す活動】 『地域クラブ活動の環境整備は、県ガイドラインを踏まえた市町村の推進計画等に沿って進められ、
活動の保障を目指す』

【目指す活動の考え方】 まずは、休日の活動について、現在行っている活動を保障。その上で、新たな種目や活動内容に
ついて、ニーズに応じ段階的に充実

【居住地周辺】 単独の市町村又は近隣市町村との連携による比較的小さな範囲での
活動の保障を目指す

〇 設置する活動種目 ： 部活動設置率50％以上の『10種目』の選択ができる

【運動系 ７種目】 水泳、剣道、柔道、ソフトボール、スキー、スケート、バドミントン
【文化系 ４種目】 合唱、美術、科学、演劇

【運動系 9種目】 陸上、男子バレー、女子バレー、男子バスケット、女子バスケット、サッカー、軟式野球
ソフトテニス、卓球

【文化系 １種目】 吹奏楽

【運動系】 体操、新体操、相撲、ﾊﾝﾄﾞﾎﾞｰﾙ、ﾛｰｲﾝｸﾞ、ﾎｯｹｰ、ﾌｪﾝｼﾝｸﾞ、ﾎﾞｯﾁｬ、ﾓﾙｯｸ、eｽﾎﾟｰﾂ、ｱｰﾊﾞﾝｽﾎﾟｰﾂ 等
【文化系】 伝統芸能、囲碁、将棋、軽音楽、太鼓、人形劇、料理、パソコン 等

【10広域内】 地域振興局の管轄区域の範囲での活動の保障を目指す

〇 設置する活動種目 ： 部活動設置率10～50％の『11種目』の選択ができる

【10広域程度を目安】 地域振興局の管轄区域を目安として活動の保障を目指す

〇 設置する活動種目 ： 部活動設置率10％未満の活動や、eスポーツ等の
新たな活動についても体験できる

県
が
支
援
す
る
地
域
ク
ラ
ブ
活
動
の
方
向
性

【
指
導
者
マ
ッ
チ
ン
グ
に
よ
る
地
域
格
差
解
消
】

①を補完！
・ さらに加入者の約2０％
をカバー

①+②＋ 『＋α』
・ レアな種目を体験できる！

基本形
部活動加入者の約７5％をカバー

①
基
本
活
動

②
補
完
活
動

③
発
展
活
動

保健厚生課 ・ （ スポーツ振興課 ）
学びの改革支援課・（文化振興課）

【
参
加
者
の
参
集
エ
リ
ア
】

小

大
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地域スポーツクラブ活動ワーキンググループ（第3回）配布資料その他・連絡（2）
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保健厚生課 ・ ス ポー ツ振興課
学びの改革支援課・文化振興課第４次長野県教育振興基本計画と

学校部活動の地域クラブ活動への移行支援
保健厚生課・スポーツ振興課
学びの改革支援課・文化振興課

教育振興基本計画に則り、教員のウェルビーイング向上、共学共創により地域づくり、文化芸術、スポーツに親
しむ機会が具現されるよう、実効的な取組を進める

-49-
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助成・補助金等情報 ①

２０２５年度ジュニアスポーツ振興助成事業

中学校部活動の地域移行（連携）推進助成

１ 目的
中学校部活動から地域クラブ活動への移行に伴い、中学校並びに地方公共団体などと連携し、学校以外の地域
団体が運営する事業へ支援し、地域における中学生スポーツの普及と発展の推進に寄与する。

２ 実施期間
通年(毎年4月1日～翌年3月31日)事業として、年度ごとの報告書・次年度計画書を4月10日までに提出する。
また提出書内容を審査し、最大３年間とする。

３ 交付予定
毎年、新規5事業前後への助成金交付を予定とし、初年度5事業、2年目合計10事業前後、3年目合計15事業
前後、4年目以降は15事業前後にて実施する。この助成事業は、3年毎に状況を確認し、当事業継続の有無を決
定する。

４ 助成金
一事業の年間総費用額に対し、50％以内で100万円を上限とする。事業費には、旅費、消耗品、印刷製本費、
通信運搬費、スポーツ用具費、指導者等の謝礼、その他事業に必要な経費を含む。ただし交際接待費は除外する。

５ 対象期間と申し込み
【前期・通年】
対象期間 ：2025年 ４月１日～９月30日 及び 2025年 ４月1日～2026年３月31日の事業
申し込み受付開始 ：2024年 9月 13日
一次締め切り ：2024年 11月 ５日
最終締め切り ：2024年 12月 ５日
審査結果通知 ：2025年 ３月上旬（予定）

来年度分受付開始

参考
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助成・補助金等情報 ②

スポーツ活動等普及奨励助成事業【中学校等の放課後活動への助成】

（１） 放 課 後 活 動 振 興 モ デ ル 事 業
（２） 中学校部活動中学校部活動地域連携・移行普及事業

来年度分受付12月～

１ 目 的
我が国におけるスポーツ活動等（スポーツ活動、文化活動）の普及奨励を図ることを目的とする。

２ 助成対象事業・事業例と助成金額

（１）放課後活動振興モデル事業 （１事業上限250万円/１年、助成期間は原則3年間（令和6年度～8年度））
国及び地方公共団体の政策等を踏まえ、地方公共団体と学校（小・中学校）及び関係団体等とが連携・協力し
て、部活動等放課後活動を先導的・計画的に推進するためのモデルとなる事業
【事業例】
子供たちが放課後に学校や地域で多様な活動を継続的に親しめる環境づくり、中学生が参画する体制、
安全に活動する体制等

（２）中学校部活動地域連携・移行普及事業 （1事業上限50万円、助成期間は、単年度）
中学校部活動の地域連携・移行に向け、中学生（限定）が各地域で多様な活動に親しむ機会を提供する事業
※参加する中学生が50人以上
【事業例】
中学生（限定）を対象とした競技会、交流会、研修会、コンクール、発表会等

３ 応募から助成金交付まで （前年度例）
応募受付期間 ：令和5年12月20日（水）から令和6年１月31日（水）16時
助成の決定・通知 ：令和6年3月上旬以降
助成事業の開始 ：令和6年4月1日から
助成金の交付 ：令和6年4月中旬以降

令和６年度は、本県で３つの運営団体が助成を受けました

○ 特定非営利活動法人南信州クラブ
事業名 飯田・下伊那地区中学校休日部活動地域移行構築事業「エンジョイ スクエア」（※R5モデル事業）

○ 松川村
事業名 中学生スポーツ体験会「バリチャレ」

○ 特定非営利活動法人 チャレンジゆうAchi
事業名 阿智中クラブ+(プラス)
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